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新株予約権等に関する事項
① 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の
内容の概要

　
名 称

（発行決議の日）
保有人数及び
新株予約権の数

新株予約権の
目的となる
普通株式の数

新株予約権の
払込金額

新株予約権の
行使に際して
出資される
財産の価格

新株予約権を
行使することが
できる期間

有利な条件の
内容

第３回新株予約権
(2007年７月27日)

及び
( 同年８月 10日 )

取締役２名
４個 4,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2007年８月31日
～

2037年６月30日
該当せず

第４回新株予約権
(2008年７月28日)

取締役３名
６個 6,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2008年８月14日
～

2038年６月30日
該当せず

第５回新株予約権
(2009年７月30日)

取締役３名
６個 6,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2009年８月18日
～

2039年６月30日
該当せず

第６回新株予約権
(2010年７月29日)

取締役５名
10個 10,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2010年８月17日
～

2040年６月30日
該当せず

第７回新株予約権
(2011年７月28日)

取締役５名
10個 10,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2011年８月16日
～

2041年６月30日
該当せず

第８回新株予約権
(2012年７月30日)

取締役６名
12個 12,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2012年８月16日
～

2042年６月30日
該当せず

第９回新株予約権
(2013年７月31日)

取締役８名
16個 16,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2013年８月17日
～

2043年６月30日
該当せず

第10回新株予約権
(2014年７月31日)

取締役８名
20個 20,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2014年８月20日
～

2044年６月30日
該当せず
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名 称
（発行決議の日）

保有人数及び
新株予約権の

数

新株予約権の
目的となる
普通株式の数

新株予約権の
払込金額

新株予約権の
行使に際して
出資される
財産の価格

新株予約権を
行使することが
できる期間

有利な条件の
内容

第11回新株予約権
(2015年７月30日)

取締役８名
22個 22,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2015年８月19日
～

2045年６月30日
該当せず

第12回新株予約権
(2016年７月28日)

取締役10名
27個 27,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2016年８月17日
～

2046年６月30日
該当せず

第13回新株予約権
(2017年７月28日)

取締役10名
27個 27,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2017年８月17日
～

2047年６月30日
該当せず

第14回新株予約権
(2018年６月26日)

取締役10名
29個 29,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2018年７月13日
～

2048年６月30日
該当せず

第15回新株予約権
(2019年６月21日)

取締役10名
31個 31,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2019年７月10日
～

2049年６月30日
該当せず

第16回新株予約権
(2020年６月29日)

取締役10名
34個 34,000株 払込みを

要しない
１株当たり

１円

2020年７月16日
～

2050年６月30日
該当せず

　

（注）１．上記取締役には、いずれも社外役員は含まれておりません。
２．新株予約権の主な行使条件
　新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起
算して１年が経過した日（以下、本注記において「権利行使開始日」という。）から、同じく６年を
経過する日または新株予約権を行使することができる期間の最終日（以下、本注記において「権利行
使最終日」という。）のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
　前記にかかわらず、権利行使最終日の１年前の応当日（以下、本注記において「応当日」という。）
に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、応当日の翌日以降新株予約権を
行使できるものとする。
　新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとする。

３．新株予約権の取得事由
　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子
会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場
合であって、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新
株予約権を無償で取得することができるものとする。

４．新株予約権の数は、当初発行された個数から、すでに権利行使された個数及び権利失効した個数を減
じて記載しております。
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② 当事業年度中に当社の取締役を兼務していない執行役員に対して職務執行の対価として
交付された新株予約権等の内容の概要

名 称 第16回新株予約権

発行決議の日 2020年６月29日

交付された者の人数及び新株予約権の数 執行役員（取締役兼務執行役員を除く）15名 30個

新株予約権の目的となる普通株式の数 30,000株

新株予約権の払込金額 払込みを要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価値 １株当たり１円

新株予約権を行使することができる期間 2020年７月16日～2050年６月30日

有利な条件の内容 該当せず

（注）１．新株予約権の主な行使条件
　上記①の（注）２．と同じです。

２．新株予約権の取得事由
　上記①の（注）３．と同じです。
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③ その他新株予約権等に関する重要な事項
上記①②以外で、当事業年度の末日に当社の執行役員が有する新株予約権等の内容の概要

名 称
（発行決議の日）

保有人数及び
新株予約権の数

新株予約権の
目的となる
普通株式の数

新株予約権の
払込金額

新株予約権の
行使に際して
出資される
財産の価格

新株予約権を
行使すること
ができる期間

有利な条件の
内容

第７回新株予約権
(2011年７月28日)

執行役員
（取締役兼務執
行役員を除く）

１名 ２個
2,000株 払込みを

要しない １株当たり１円
2011年８月16日

～
2041年６月30日

該当せず

第８回新株予約権
(2012年７月30日)

執行役員
（取締役兼務執
行役員を除く）

１名 ２個
2,000株 払込みを

要しない １株当たり１円
2012年８月16日

～
2042年６月30日

該当せず

第９回新株予約権
(2013年７月31日)

執行役員
（取締役兼務執
行役員を除く）

１名 ２個
2,000株 払込みを

要しない １株当たり１円
2013年８月17日

～
2043年６月30日

該当せず

第10回新株予約権
(2014年７月31日)

執行役員
（取締役兼務執
行役員を除く）

２名 ４個
4,000株 払込みを

要しない １株当たり１円
2014年８月20日

～
2044年６月30日

該当せず

第11回新株予約権
(2015年７月30日)

執行役員
（取締役兼務執
行役員を除く）

３名 ６個
6,000株 払込みを

要しない １株当たり１円
2015年８月19日

～
2045年６月30日

該当せず

第12回新株予約権
(2016年７月28日)

執行役員
（取締役兼務執
行役員を除く）

５名 10個
10,000株 払込みを

要しない １株当たり１円
2016年８月17日

～
2046年６月30日

該当せず

第13回新株予約権
(2017年７月28日)

執行役員
（取締役兼務執
行役員を除く）

６名 12個
12,000株 払込みを

要しない １株当たり１円
2017年８月17日

～
2047年６月30日

該当せず

第14回新株予約権
(2018年６月26日)

執行役員
（取締役兼務執
行役員を除く）

８名 16個
16,000株 払込みを

要しない １株当たり１円
2018年７月13日

～
2048年６月30日

該当せず

第15回新株予約権
(2019年６月21日)

執行役員
（取締役兼務執
行役員を除く）
11名 22個

22,000株 払込みを
要しない １株当たり１円

2019年７月10日
～

2049年６月30日
該当せず
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連結注記表
Ⅰ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数：45社
主要な連結子会社の名称
NGK CERAMICS USA, INC. 、NGK CERAMICS EUROPE S.A.、
NGK（蘇州）環保陶瓷有限公司、NGK CERAMICS POLSKA SP. Z O.O. 、
NGK CERAMICS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.、
NGK CERAMICS (THAILAND) CO., LTD.、
NGKエレクトロデバイス㈱、エヌジーケイ・セラミックデバイス㈱
双信電機㈱及び同社の連結子会社７社は保有している双信電機㈱株式の一部を売却し
たことにより連結の範囲から除外しております。また、NGK-LOCKE POLYMER
INSULATORS INC.はNGK LOCKE, INC.との吸収合併により、エヌジーケイ・ケミテ
ック㈱は池袋琺瑯工業㈱との吸収合併により連結の範囲から除外しております。いずれ
も、連結範囲除外までの損益計算書は連結しております。
なお、池袋琺瑯工業㈱は商号をエヌジーケイ・ケミテック㈱に変更しております。

（2）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称
エヌジーケイ・ライフ㈱、エヌジーケイゆうサービス㈱、
エヌジーケイ・ロジスティクス㈱
　なお、非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結計算書類に重
要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び名称

持分法適用非連結子会社の数：１社
エヌジーケイ・ライフ㈱
持分法適用関連会社の数：１社
メタウォーター㈱
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（2）主要な持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
　エヌジーケイゆうサービス㈱、エヌジーケイ・ロジスティクス㈱
　持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等の連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性
がないため、これらの会社に対する投資については持分法を適用せず、原価法により評
価しております。

　
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、一部の在外子会社については決算日が連結決算日（３月31日）と
異なります。うち中国とメキシコ等にある子会社８社については３月31日の仮決算に基
づく決算数値を使用しております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
　満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
　その他有価証券：
　時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

　時価のないもの
　移動平均法による原価法

② デリバティブの評価基準：時価法
③ たな卸資産の評価基準及び評価方法：
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定）
ただし、未成工事支出金は個別法による原価法

　
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産：定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10年～50年
機械装置及び運搬具 ３年～12年

② 無形固定資産：定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基
づいております。
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（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
当連結会計年度末に有する売掛金、貸付金、その他これらに準ずる債権の貸倒れによ
る損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② ＮＡＳ電池安全対策引当金
当社は、2011年９月に当社製造ＮＡＳ®電池において火災が発生したことを受け、Ｎ
ＡＳ電池事業の推進に向けた安全対策等の徹底を図るため、今後発生が見込まれる費
用を見積り、計上しております。

③ 製品保証引当金
当社及び一部の連結子会社は、販売した製品の無償修理費用等の支出に備えるため、
当該費用の発生額を見積り、計上しております。

　
（4）重要な収益及び費用の計上基準

主として契約条件等に基づき着荷日等に収益を認識しております。ただし工事契約に関
しては、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につ
いては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事について
は工事完成基準を適用しております。

　
（5）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

② ヘッジ会計の方法
・ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の要件
を充たしている場合には特例処理を、金利通貨スワップについて一体処理（特例処
理、振当処理）の要件を充たしている場合には一体処理を採用しております。
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・ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段 ヘッジ対象
金利通貨スワップ 外貨建借入金、借入金利息
金利スワップ 借入金利息
・ヘッジ方針
内部規定に基づき、外貨建借入金に係る為替変動リスク及び金利変動リスク、借入
金に係る金利変動リスクについてヘッジしております。
・ヘッジ有効性評価の方法
有効性評価の方法は、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッ
ジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両
者の変動額等を基礎にして判断しております。

③ 退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、主として当連結会計年度末における退職給付債務か
ら年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債（年金資産の額が退職給付債務を
超える場合には退職給付に係る資産）に計上しております。
１．退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。
２．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生
の翌連結会計年度から費用処理することとしております。また過去勤務費用は、主と
してその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
法により費用処理しております。
なお、米国の一部連結子会社においては、年金以外の退職後給付費用についてもそ
の総額を見積り従業員の役務提供期間等を基礎として配分しており、退職給付と類似
の会計処理方法であることから退職給付に係る負債に含めて表示しております。
３．小規模企業等における簡便法の採用
一部の国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給
付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を適用しております。

④ 消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
なお、控除対象外消費税等は発生連結会計年度の期間費用としております。
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(表示方法の変更)
１.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日)
を当連結会計年度から適用し、連結注記表に(会計上の見積りに関する注記)を記載してお
ります。

２．連結損益計算書
　前連結会計年度において区分掲記しておりました「営業外費用」の「関係会社清算損」
は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外費用」の「その他」
に含めて表示しております。

(会計上の見積りに関する注記)
１．固定資産の減損
　(1) 当連結会計年度に計上した金額
　 減損損失 2,266百万円
(2) その他の情報

有形固定資産及び無形固定資産について、資産又は資産グループに減損の兆候が存
在する場合に減損損失を認識するかどうかの判定を行っております。減損損失を認識
すべきであると判定された資産又は資産グループについては、回収可能価額を見積
り、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しておりま
す。資産のグルーピングは主に内部管理上採用している事業により行っており、遊休
資産については個々の資産を資産グループとしております。
回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額で算定しておりま
す。正味売却価額は外部専門家等が算定した評価額等から処分費用見込額等を控除し
た価額であります。
また使用価値は、経営者等によって承認された事業計画等を基礎として見積もった
将来キャッシュ・フローを加重平均資本コストを基礎とした、税引前の割引率で現在
価値に割り引いた価額であります。
なお、固定資産の市場価額の下落、株式市場や金利の変動、予測不能な経営環境の
変化等により、固定資産の評価額や割引率等の資産又は資産グループの評価の前提条
件に不利な影響が発生した場合は、追加の減損損失が発生する可能性があります。
当連結会計年度において、がいし事業は電力及び鉄道会社等の設備投資抑制によ
り、がいし製品の需要が低迷したことを受け、当連結会計年度を含む過去から継続し
て営業活動から生ずる損益がマイナスとなっているため、減損の兆候があると判断し
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ております。
減損損失の認識の判定においては、固定資産の正味売却価額及び将来計画等より予
測されるがいし事業の資産グループから得られる、割引前将来キャッシュ・フロー総
額が当該事業の資産グループの帳簿価額を上回ることから、減損損失の認識は不要で
あると判断しております。
なお、連結貸借対照表に計上されているがいし事業における有形及び無形固定資産
の残高は7,988百万円（内、貸借対照表に計上されている有形及び無形固定資産の残
高は4,235百万円）であります。

２．退職給付
　(1) 当連結会計年度に計上した金額
　 退職給付に係る資産 4,814百万円
　 退職給付に係る負債 21,758百万円
　(2) その他の情報

退職給付債務から年金資産の額を控除した価額を退職給付に係る負債又は退職給付
に係る資産に計上しております。退職給付債務は退職率、死亡率、昇給率等の仮定に
基づき算定した退職給付見込額を現在価値に割り引いて算定しております。年金資産
は期末時点の公正な評価額となっております。
退職給付債務、年金資産及び退職給付費用の算定において利用している重要な仮定
は割引率と期待運用収益率であります。割引率は主に長期の優良社債の実質利回りに
基づき決定しており、期待運用収益率は保有している年金資産の構成、過去の運用実
績、市場金利動向等の経営環境を加味して決定しております。金利動向等の大幅な変
動等、予期しない経営環境の変化により、数理計算上の前提に変動が生じた場合に
は、損益に影響を与える可能性があります。

３．税効果
(1) 当連結会計年度に計上した金額

繰延税金資産 5,472百万円
繰延税金負債 1,402百万円

(2) その他の情報
繰延税金資産及び繰延税金負債は、資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務上の金
額の一時差異、繰越欠損金等に基づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減
算一時差異及び繰越欠損金等が将来の税金負担額を軽減することができると認められ
る範囲で計上し、繰延税金負債は原則としてすべての将来加算一時差異について計上
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しております。繰延税金資産及び繰延税金負債の算定は、決算日までに制定又は実質
的に制定されている税法及び税率に従い、一時差異が回収又は支払が行われると見込
まれる期の税率に基づいて行っております。
繰延税金資産の回収可能性については、経営者等によって承認された事業計画等、
過去の課税所得の発生状況、タックス・プランニング等により評価を行っておりま
す。繰延税金資産の回収可能性の評価の前提となる、経営環境の予期しない変化や税
法の改正等により、繰延税金資産の回収可能額に変動が生じ、損益に影響を与える可
能性があります。

(追加情報)
１．移転価格税制に基づく更正処分に対して提起した取消訴訟について
　当社は、2007年３月期から2010年３月期までの事業年度におけるポーランド子会社
との取引に関し、2012年３月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分
（地方税を含めた追徴税額約62億円、うち約１億円は名古屋国税不服審判所に対する審
査請求により還付済み）につき、2016年12月に東京地方裁判所に対して取消訴訟を提
起しました。
その後の審理を経て、2020年11月26日に東京地方裁判所にて、当社の請求を概ね認
容し、法人税額・地方税額等合計約58億円について、本件更正処分等を取り消す旨の判
決（以下、第一審判決）が言い渡されました。国は、この第一審判決を不服として、
2020年12月９日に東京高等裁判所に対して控訴を提起しました。これを受けて、当社
は、第一審判決中、当社の請求が認容されなかった部分について、2020年12月23日に
附帯控訴を提起しております。
　上記の更正処分に続き、当社は、2011年３月期から2015年３月期までの事業年度に
おける上記のポーランド子会社との取引に関しても同様に、2017年６月に名古屋国税局
より移転価格税制に基づく更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約85億円を納付し
ましたが、処分の取消しを求め、2018年７月に名古屋国税不服審判所へ審査請求を行
い、2019年７月に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領しました。しかしながら、
この段階では法人税額・地方税額等約４億円の還付に止まったことから、当社としては
全額が取り消されるべきと考え、2019年12月に東京地方裁判所に対して更正処分の取
消訴訟を提起しました。
　なお、2016年３月期以降の連結会計年度につきましては上記の経緯を踏まえ、同様の
課税を受けるとした場合の税額を見積り、連結計算書類に反映しております。
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２．新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り
　当社グループでは、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見
積りは、連結計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型
コロナウイルス感染症による当社グループへの影響は、今後の広がり方や収束時期等の
見通しが不透明な状況であるものの、現時点において会計上の見積りに重要な影響を与
えるものではないと判断しております。
　なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は不確定要素が多いこ
とから、その収束状況によっては当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす
可能性があります。
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Ⅱ 連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 492,972百万円

２．未払法人税等
ポーランド子会社と当社の取引に関し、2017年６月に移転価格税制に基づく更正処分
の通知を受領したため、2016年３月期から各連結会計年度について同様の課税を受ける
とした場合の見積税額を含んでおります。

３．保証債務等
(1) 保証債務 2,234百万円
(2) 保証予約債務 108百万円
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Ⅲ 連結損益計算書に関する注記
減損損失
当社グループは、主に以下の資産グループについて、減損損失を計上しております。

　
用途 種類 場所 減損損失

（百万円）

がいし事業用資産 (注) 建物及び構築物、機械装置及び運搬具等 日本 666

パッケージ事業用資産 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、
建設仮勘定等

日本及び
マレーシア 1,243

(注) 一部事業の撤退によるものであります。

　当社グループは、主に内部管理上採用している事業により資産のグルーピングを行ってお
り、また遊休資産等については個々の資産を資産グループとしております。
　収益性の低下した事業用資産や遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は建物及び構築物584
百万円、機械装置及び運搬具547百万円、土地236百万円、建設仮勘定671百万円、その他
226百万円であります。
　当該資産の回収可能額は正味売却価額により測定し、第三者により合理的に算定された評
価額等に基づき算定しております。
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Ⅳ 連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　

当連結会計年度
期首株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度末
株 式 数 （千 株）

発 行 済 株 式
普 通 株 式 322,211 － － 322,211
　合 計 322,211 － － 322,211
自 己 株 式
普 通 株 式 5,668 1 31 5,639
　合 計 5,668 1 31 5,639
（注）１．自己株式の普通株式の増加株式数１千株は、単元未満株式の買取請求による増加１千株によるもの

であります。
　 ２．自己株式の普通株式の減少株式数31千株は、ストック・オプションの行使によるものであります。

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

　

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2020年６月29日
定 時 株 主 総 会 普通株式 7,913 25.00 2020年３月31日 2020年６月30日

2020年10月30日
取 締 役 会 普通株式 3,165 10.00 2020年９月30日 2020年12月４日
　
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの
次のとおり、決議を予定しております。

　

決 議 株式の種類
配 当 金 の
総 額
(百万円)

配当の原資 １株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2021年６月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 6,331 利益剰余金 20.00 2021年３月31日 2021年６月29日
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３．新株予約権の目的となる株式の数
当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　 普通株式 494,000 株（63,000）
　

（注）「新株予約権の目的となる株式の数」の（ ）内の数字は内数で、当連結会計年度末日において権利行
使の条件を満たしているため、権利行使ができる新株予約権の目的となる株式の数であります。
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Ⅴ 金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
当社グループは、必要な資金は金融機関からの借入や社債により調達しております。一時
的な余資は主に安全性の高い金融資産で運用しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、客先の特性に合わせ各事業ごとに与信管
理を行っております。また有価証券及び投資有価証券は主に満期保有目的の債券及び業務上
の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行ってお
ります。
借入金及び社債は、主に設備資金に係る資金調達であります。デリバティブ取引は、外貨
建の営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、
外貨建の借入金に係る為替の変動リスクに対するヘッジ及び支払金利の軽減を目的とした金
利通貨スワップ、借入金に係る支払金利の軽減を目的とした金利スワップであります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。

（単位：百万円）
　

連結貸借対照表
計上額（※１） 時価（※１） 差額

（1）現金及び預金 131,359 131,359 －
（2）受取手形及び売掛金 114,496 114,484 △12
（3）有価証券及び

投資有価証券（※２） 93,645 101,189 7,544

（4）支払手形及び買掛金 （42,438） （42,438） －
（5）短期借入金 （18,046） （18,046） －
（6）未払金 （15,212） （15,212） －
（7）未払法人税等 （9,098） （9,098） －
（8）社債 （25,000） （24,968） 31
（9）長期借入金（※３） （221,198） （224,346） △3,148
（10）デリバティブ取引（※４） （1,106） （1,106） －

　

（※１）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（※２）投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めております。
（※３）１年以内返済予定の長期借入金を含めております。
（※４）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

ため、（ ）で示しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1） 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

（2） 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、主に当該帳簿価額によって
おります。一部の売掛金の時価は、債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り
引いた現在価値により算定しております。

（3） 有価証券及び投資有価証券
有価証券及び投資有価証券の時価は、主として取引所の価格によっております。一部の有価証券の時価
は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（4） 支払手形及び買掛金、(5)短期借入金、(6)未払金、(7)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

（8） 社債
社債の時価は、元利金の合計額を残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により
算定しております。

（9） 長期借入金（１年以内返済予定含む）
長期借入金（１年以内返済予定含む）の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定
される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、変動金利による長期借入金の一部は
金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計
額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっ
ております。

（10）デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価については、金融機関が算出する時価によっております。また、当社は借入金
の一部について金利スワップ及び金利通貨スワップを行っておりますが、特例処理や振当処理の要件を
充たすものは、ヘッジ対象となる借入金と一体として処理されるため、その時価は当該借入金の時価に
含めて記載しております。
　
２．非上場株式（連結貸借対照表計上額2,518百万円）は市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、「（3）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

Ⅵ １株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産 1,617円33銭
２．１株当たり当期純利益 121円61銭
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Ⅶ 重要な後発事象
　自己の株式の取得及び消却
　当社は、2021年４月28日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第３項
の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己の株式取得に係る事項
について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却に係る事項を決
議いたしました。

１．自己の株式の取得及び消却を行う理由
資本効率向上と経営環境に応じた弾力的な資本政策を遂行するため

２．取得に係る事項の内容
（１）取得対象株式の種類 　当社普通株式
（２）取得しうる株式の総数　５百万株（上限）
（３）株式の取得価額の総額　100億円（上限）
（４）取得期間 　2021年４月30日から2021年７月30日まで
（５）取得方法 　市場買付
（６）取得後の予定 　取得する自己の株式の全株を消却

３．消却に係る事項の内容
（１）消却する株式の種類 　当社普通株式
（２）消却する株式の総数 　上記２により取得した自己株式の全株式数
（３）消却予定日 　2021年９月30日（予定）
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株主資本等変動計算書（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
（単位：百万円）

　

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準備金
その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

その他利益剰余金
利 益
剰余金
合 計

固定資産
圧縮積立金

繰越利益
剰余金

その他利益
剰余金
合 計

2020年４月１日残高 69,849 70,135 － 70,135 1,829 146,108 147,937 147,937 △11,264 276,658

事業年度中の変動額
固定資産圧縮積立金の取崩 　 　 　 　 △77 77 － － 　 －

剰 余 金 の 配 当 　 　 　 　 　 △11,079 △11,079 △11,079 　 △11,079

当 期 純 利 益 　 　 　 　 　 19,316 19,316 19,316 　 19,316

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　 　 △3 △3

自己株式の処分 　 　 △25 △25 　 　 　 　 61 36

自己株式処分差損の振替 25 25 △25 △25 △25 －

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 　 　 　 　 　 　 　 　 　

事業年度中の変動額合計 － － － － △77 8,289 8,212 8,212 58 8,270

2021年３月31日残高 69,849 70,135 － 70,135 1,752 154,397 156,149 156,149 △11,205 284,928

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

2020年４月１日残高 11,159 △12 11,147 828 288,634
事業年度中の変動額
固定資産圧縮積立金の取崩 　 　 　 　 －
剰 余 金 の 配 当 　 　 　 　 △11,079
当 期 純 利 益 　 　 　 　 19,316
自己株式の取得 　 　 　 　 △3
自己株式の処分 　 　 　 　 36
自己株式処分差損の振替 －
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 7,876 43 7,920 43 7,963

事業年度中の変動額合計 7,876 43 7,920 43 16,234
2021年３月31日残高 19,036 31 19,067 872 304,868
（注） 記載金額百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

Ⅰ 重要な会計方針
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
子会社株式・出資金及び関連会社株式：移動平均法による原価法
その他有価証券：
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

（2）デリバティブの評価基準：時価法
（3）たな卸資産の評価基準及び評価方法：

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方
法により算定）
ただし、未成工事支出金は個別法による原価法

　

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産：定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10年～50年
機械及び装置 ６年～９年

（2）無形固定資産：定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ
いております。

　

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

当事業年度末に有する売掛金、貸付金、その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失
に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）ＮＡＳ電池安全対策引当金
2011年９月に当社製造ＮＡＳ®電池において火災が発生したことを受け、ＮＡＳ電池事
業の推進に向けた安全対策等の徹底を図るため、今後発生が見込まれる費用を見積り、
計上しております。
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（3）関係会社事業損失引当金
関係会社の事業にかかる損失に備えるため、関係会社の財政状態及び経営成績等を勘案
し、損失負担見込額を計上しております。

（4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費
用処理することとしております。また過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

（5）製品保証引当金
販売した製品の無償修理費用等の支出に備えるため、当該費用の発生額を見積り、計上
しております。

（6）債務保証損失引当金
関係会社への債務保証にかかる損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損
失負担見込額を計上しております。

　

４．収益及び費用の計上基準
主として契約条件等に基づき着荷日等に収益を認識しております。ただし工事契約に関し
ては、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工
事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成
基準を適用しております。
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５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。

（2）ヘッジ会計の方法
・ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の要件を
充たしている場合には特例処理を、金利通貨スワップについて一体処理（特例処理、
振当処理）の要件を充たしている場合には一体処理を採用しております。
・ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段 ヘッジ対象
金利通貨スワップ 外貨建借入金、借入金利息
金利スワップ 借入金利息
・ヘッジ方針
内部規定に基づき、外貨建借入金に係る為替変動リスク及び金利変動リスク、借入金
に係る金利変動リスクについてヘッジしております。
・ヘッジ有効性評価の方法
有効性評価の方法は、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ
対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の
変動額等を基礎にして判断しております。

（3）消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
なお、控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

（4）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理
の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
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(表示方法の変更)
１.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日)
を当事業年度から適用し、個別注記表に(会計上の見積りに関する注記)を記載しておりま
す。

２．損益計算書
　前事業年度において区分掲記しておりました「営業外費用」の「有価証券評価損」につ
いては、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「営業外費用」の「そ
の他」に含めて表示しております。

(会計上の見積りに関する注記)
１．固定資産の減損
　(1) 当事業年度に計上した金額

減損損失 1,023百万円
(2) その他の情報
　連結注記表「Ⅰ連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(会計上の見積りに関する注記)」に記載した内容と同一であります。

２．退職給付
　(1) 当事業年度に計上した金額

前払年金費用 8,844百万円
退職給付引当金 11,956百万円

(2) その他の情報
　連結注記表「Ⅰ連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(会計上の見積りに関する注記)」に記載した内容と同一であります。

３．税効果
　(1) 当事業年度に計上した金額

繰延税金資産 471百万円
(2) その他の情報
　連結注記表「Ⅰ連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(会計上の見積りに関する注記)」に記載した内容と同一であります。
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(追加情報)
１．移転価格税制に基づく更正処分に対して提起した取消訴訟について
　当社は、2007年３月期から2010年３月期までの事業年度におけるポーランド子会社
との取引に関し、2012年３月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分
（地方税を含めた追徴税額約62億円、うち約１億円は名古屋国税不服審判所に対する審
査請求により還付済み）につき、2016年12月に東京地方裁判所に対して取消訴訟を提
起しました。
その後の審理を経て、2020年11月26日に東京地方裁判所にて、当社の請求を概ね認
容し、法人税額・地方税額等合計約58億円について、本件更正処分等を取り消す旨の判
決（以下、第一審判決）が言い渡されました。国は、この第一審判決を不服として、
2020年12月９日に東京高等裁判所に対して控訴を提起しました。これを受けて、当社
は、第一審判決中、当社の請求が認容されなかった部分について、2020年12月23日に
附帯控訴を提起しております。
　上記の更正処分に続き、当社は、2011年３月期から2015年３月期までの事業年度に
おける上記のポーランド子会社との取引に関しても同様に、2017年６月に名古屋国税局
より移転価格税制に基づく更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約85億円を納付し
ましたが、処分の取消しを求め、2018年７月に名古屋国税不服審判所へ審査請求を行
い、2019年７月に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領しました。しかしながら、
この段階では法人税額・地方税額等約４億円の還付に止まったことから、当社としては
全額が取り消されるべきと考え、2019年12月に東京地方裁判所に対して更正処分の取
消訴訟を提起しました。
　なお、2016年３月期以降の事業年度につきましては上記の経緯を踏まえ、同様の課税
を受けるとした場合の税額を見積り、計算書類に反映しております。

２．新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り
　当社では、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りは、
計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイル
ス感染症による当社への影響は、今後の広がり方や収束時期等の見通しが不透明な状況
であるものの、現時点において会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判
断しております。
　なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は不確定要素が多いこ
とから、その収束状況によっては当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が
あります。
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Ⅱ 貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 195,915百万円
　
２．未払法人税等

ポーランド子会社と当社の取引に関し、2017年６月に移転価格税制に基づく更正処分
の通知を受領したため、2016年３月期から各事業年度について同様の課税を受けるとし
た場合の見積税額を含んでおります。

３．保証債務等
（1）保証債務

関係会社の借入金 17,671 百万円
関係会社の預り保証金 2,234 百万円
従業員住宅ローン等 0 百万円
合計 19,906 百万円
(注) 関係会社の金融機関からの借入金等に対して、債務保証を行っております。なお、上記の金額

は保証総額から債務保証損失引当金設定額を控除した残額であります。
（2）保証予約債務 108 百万円
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４．関係会社に対する債権及び債務
　 短期金銭債権 48,641百万円
　 長期金銭債権 48,756百万円
　 短期金銭債務 26,722百万円
　 長期金銭債務 5,545百万円

Ⅲ 損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高
　 営業取引による取引高
　 売上高 96,451百万円
　 仕入高等 93,670百万円
　 営業取引以外の取引高 15,721百万円

　

Ⅳ 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

　

株 式 の 種 類 当事業年度期首
（千株）

増 加
（千株）

減 少
（千株）

当 事 業 年 度 末
（千株）

普通株式 5,668 1 31 5,639
　

（注）１．自己株式の普通株式の増加株式数１千株は、単元未満株式の買取請求による増加１千株によるもの
であります。

　 ２．自己株式の普通株式の減少株式数31千株は、ストック・オプションの行使によるものであります。
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Ⅴ 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）
　

繰延税金資産
　たな卸資産 2,682
　未払金、未払費用 2,384
　未払事業税 353
　ＮＡＳ電池安全対策引当金 447
　有形固定資産 1,965
　投資有価証券 857
　関係会社株式 8,132
　関係会社出資金 4,298
　関係会社事業損失引当金 481
　退職給付引当金 3,654
　債務保証損失引当金 2,229
　長期預り金 726
　貸倒引当金 1,888
　その他 1,306
繰延税金資産小計 31,409
評価性引当額 △18,610
繰延税金資産合計 12,799
繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 7,756
　前払年金費用 2,703
　固定資産圧縮積立金 771
　退職給付信託解約に伴う受入有価証券 1,082
　その他 13
繰延税金負債合計 12,327
繰延税金資産純額 471
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Ⅵ 関連当事者との取引に関する注記
（単位：百万円）

　

種類 会社等の名称 議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社
NGK EUROPE
GmbH
（ドイツ）

所有
間接
100.0％

製品の販売、役
員の兼任

製品の販売
（注）１ 17,312 売掛金 7,538

子会社
NGK CERAMICS
POLSKA SP.
Z O. O.
（ポーランド）

所有
間接
　 95.0％

製品の購入、製
品の販売、生産
設備等の供給、
役員の兼任

製品の販売
（注）１ 20,264 売掛金 7,625

子会社
NGK CERAMICS
(THAILAND)
CO., LTD.
（タイ）

所有
直接

95.0％
間接

0.0％

製品の購入、生
産設備等の供
給、資金の貸
付、債務保証、
役員の兼任

債務保証
（注）２ 24,833 － －

子会社
エヌジーケイ・セ
ラミックデバイス
株式会社
（日本）

所有
直接
　 100.0％

製品の購入、生
産設備等の供
給、資金の貸
付、資金の借
入、建物・設備
の賃貸、役員の
兼任

製品等の購入
（注）３ 34,095 買掛金 3,880

資金の貸付
（注）４ 2,761 長期貸付金 33,152

子会社
NGKエレクトロ
デバイス株式会社
（日本）

所有
直接
　100.0％

製品の販売、資
金の貸付、役員
の兼任

資金の貸付
（注）４ 3,117 長期貸付金 7,652

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。

２．NGK CERAMICS (THAILAND) CO., LTD.の金融機関からの借入につき、債務保証を行ってお
ります。なお、取引金額には、金融機関からの借入金残高を記載しております。また、この債務保証
に対して、被保証先の財政状態等を勘案し、債務保証損失引当金7,291百万円、債務保証損失引当金
繰入額を526百万円計上しております。

３．価格その他の取引条件は、総原価を勘案して交渉の上決定しております。
４．貸付金の利率は市場金利を勘案して決定しており、取引金額には当事業年度における増減額（△は減
少）を記載しております。
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Ⅶ １株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産 960円27銭
２．１株当たり当期純利益 61円02銭
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Ⅷ 重要な後発事象
　自己の株式の取得及び消却
　当社は、2021年４月28日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第３項
の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己の株式取得に係る事項
について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却に係る事項を決
議いたしました。

１．自己の株式の取得及び消却を行う理由
資本効率向上と経営環境に応じた弾力的な資本政策を遂行するため

２．取得に係る事項の内容
（１）取得対象株式の種類 　当社普通株式
（２）取得しうる株式の総数　５百万株（上限）
（３）株式の取得価額の総額　100億円（上限）
（４）取得期間 　2021年４月30日から2021年７月30日まで
（５）取得方法 　市場買付
（６）取得後の予定 　取得する自己の株式の全株を消却

３．消却に係る事項の内容
（１）消却する株式の種類 　当社普通株式
（２）消却する株式の総数 　上記２により取得した自己株式の全株式数
（３）消却予定日 　2021年９月30日（予定）
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